
�愛媛県規則第１号
愛媛県消防学校規則の一部を改正する規則を次のように定

める。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県消防学校規則の一部を改正する規則

愛媛県消防学校規則（昭和３８年愛媛県規則第６５号）の一部

を次のように改正する。

第２条第１項を次のように改める。

愛媛県消防学校長（以下「校長」という。）は、消防学

校の教育訓練の基準（平成１５年１１月消防庁告示第３号）に

基づき、学校教育の種類又は種別ごとに教科目及び時間数

を定めるものとする。

第２条第２項中「愛媛県消防学校長（以下「校長」という

。）」を「校長」に、「教科目別時間数を短縮する」を「時

間数を増減する」に改める。

第１１条第２項中「普通教育」を「基礎教育」に改める。

附 則

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。

告 示

�愛媛県告示第１号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定に

より、次のとおり医療機関を指定した。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定に

より指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

平成１６年１月９日金曜日 第１５２２号
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指 定
番 号

開 設 者 の 氏
名 又 は 名 称 名 称 所 在 地 指 定

年 月 日

２６１６ 片 山 純 三 瀬 医 院 八幡浜市１１８２－１ 平成１５年
１１月４日

２６１７ 廣 瀬 正 典 広瀬クリニック 今治市拝志３－１ 平成１５年
１２月１日

２６１８ 医療法人周 水 舎
ふじえだファミ
リークリニック

伊予三島市中曽根
町下秋則５０７４

平成１５年
１２月１日

２６１９ 社会福祉法人旭 川 荘
旭川荘南愛媛病
院

北宇和郡広見町大
字永野市１６０７

平成１５年
１２月１９日

２６２０
医療法人
かざはやクリニ
ック

医療法人 かざ
はやクリニック 北条市中西内６１８ 平成１５年

１２月１９日

２６２１
医療法人
港南歯科クリニ
ック

港南歯科クリニ
ック

伊予市米湊１４９０－
１

平成１５年
１２月１９日

２６２２ 麻生田 幸 雄 麻 生 田 医 院 宇和島市中央町一
丁目３－１４

平成１５年
１２月１９日

１０６１２ 吉村調剤薬局有限会社
吉村調剤薬局
城辺店

南宇和郡城辺町甲
２４６３－２

平成１５年
１０月１日

１０６１３ 田 窪 康 雄 グリーン薬局 越智郡伯方町大字
木浦甲３４４８－１

平成１５年
１０月１日

１０６１４ 株式会社ス エ ト ッ プ しんぐう薬局 宇摩郡新宮村大字
新宮５０

平成１５年
１２月１日

指 定
番 号 新 名 称 旧 名 称 所 在 地 変 更

年 月 日

１０６１０ 青 空 薬 局 柿 原 薬 局 宇和島市柿原甲１３
５２－４

平成１５年
１１月１日

１７５７ 医療法人社団久和会 立花病院
医療法人社団久
和会 立花外科
病院

新居浜市喜光地町
一丁目１３－２９

平成１５年
１２月１日

２１０３ みよし循環器クリニック 三 好 医 院 伊予三島市寒川町
１１８１－１

平成１５年
１２月３日

毎週（火・金）曜日発行 第１５２２号 平成１６年１月９日愛 媛 県 報

１



�愛媛県告示第３号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定に

より指定した次の指定医療機関は、廃止年月日欄に掲げる日

に廃止されたので、同項の規定による指定医療機関の指定の

効力は、同日をもって消滅した。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第４項の規定に

より、次のとおり指定医療機関の辞退があった。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに重信町役場において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指 定
番 号

開 設 者 の 氏
名 又 は 名 称 名 称 所 在 地 廃 止

年 月 日

１０１２ 越 智 道 弘 越智外科医院 今治市別宮町二丁
目２－２０

平成１５年
９月６日

１７３５ 片 山 純 三 瀬 病 院 八幡浜市１１８２－１ 平成１５年
９月３０日

１０５２１ 吉 村 すみ代 吉村調剤薬局
城辺店

南宇和郡城辺町甲
２４６３－２

平成１５年
９月３０日

１０５３９ 田 窪 康 雄 グリーン薬局 越智郡伯方町大字
木浦甲１６０１－１

平成１５年
９月３０日

１０６０３ 周 村 和 枝 なごみ調剤薬局 伊予郡砥部町高尾
田８５７－３

平成１５年
９月３０日

２６１５ 医療法人陽 成 会 広瀬クリニック 今治市拝志３－１ 平成１５年
１１月１９日

指 定
番 号

開 設 者 の 氏
名 又 は 名 称 名 称 所 在 地 辞 退

年 月 日

１００７４ 有限会社天 寿 堂 薬 局
有限会社 天寿
堂薬局

宇和島市恵美須町
一丁目１－１

平成１５年
９月３０日

１９５５ 医療法人藤 枝 小 児 科 藤 枝 小 児 科 伊予三島市中央二
丁目３－８

平成１５年
１１月２１日

１０５２ 麻生田 幸 雄 麻 生 田 医 院 宇和島市中央町二
丁目３－１

平成１５年
１１月３０日

２４２５ 土井田 純 治 かざはやクリニ
ック 北条市中西内６１８ 平成１５年

１１月３０日

２１１４ 阿 部 定 則 鳥 生 医 院 今治市北鳥生町四
丁目４０３－１

平成１５年
１２月１日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ北斎院 松山市北斎院町６９８
番１外

駐車場の自動車の出入口の
数 ６か所 ７か所 平成１５年

４月１７日
平成１５年
１２月４日

��������������
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１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに重信町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第８条第１項の規定により市町村から聴取した意見及

び同条第２項の規定により述べられた意見の概要は、次のとおりである。

これらの意見は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において

告示の日から１月間縦覧に供する。

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン重信・ディ
ックＥＸ重信

温泉郡重信町野田三
丁目１番１３号外

駐車場の自動車の出入口の
数 ２３か所 ２４か所 平成１５年

１２月５日
平成１５年
１２月４日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

マルヨシセンター山越
店

松山市山越三丁目７７
２番地外

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時

閉店時刻
午後１０時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

平成１５年
１２月２６日

平成１５年
１２月１１日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４５分から
午後１０時１５分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

マルヨシセンター椿店 松山市古川北四丁目
５１３番１

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時

閉店時刻
午後１０時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

平成１５年
１２月１５日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４５分から
午後１０時１５分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成１６年１月９日 第１５２２号

３



�������
�愛媛県告示第９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、西条市古川乙土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、東予市壬生川土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、温泉郡中島町土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所在地 法第８条第１項の規定により市町村から
聴取した意見の概要

法第８条第２項の規定により述べられた
意見の概要

ニトリ松山店 松山市中央一丁目８６番地
外

生活環境保持の見地からの意見はなし。 ・交通安全対策に配慮した駐車場の自動車
の出入口の設定を行うこと。
・必要な駐車台数を確保すること。
・来店車両が店舗に円滑に入・出庫するた
めの対策を講じること。
・店舗周辺における騒音対策を講じること
。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 青 木 徹 西条市古川甲２７番地３

〃 明 比 勲 西条市中野甲９２４番地

〃 石 川 孝 西条市古川乙５３番地５

〃 伊 東 要 西条市古川乙１６１番地

〃 加 藤 友太郎 西条市禎瑞６５３番地

〃 高 橋 静 雄 西条市禎瑞６１７番地

〃 長 井 勝 世 西条市禎瑞６２９番地

〃 広 瀬 司 西条市古川乙４３番地２

〃 真 木 秀 明 西条市古川乙２５１番地

〃 三 崎 数 広 西条市禎瑞１１６３番地２

〃 宮 武 益 男 西条市禎瑞６７０番地

〃 山 地 伸 一 西条市古川甲１５９番地１

監 事 伊 東 章 西条市禎瑞６１８番地

〃 瀬 尾 宗 孝 西条市禎瑞６４１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 青 木 徹 西条市古川甲２７番地３

〃 明 比 孝 西条市中野甲９２４番地

〃 池 田 博 西条市禎瑞６２６番地

〃 伊 東 要 西条市古川乙１６１番地

〃 岩 本 幸 雄 西条市禎瑞３１１番地

〃 加 藤 友太郎 西条市禎瑞６５３番地

〃 高 橋 静 雄 西条市禎瑞６１７番地

〃 長 井 勝 世 西条市禎瑞６２９番地

〃 真 木 秀 明 西条市古川乙２５１番地

〃 三 崎 数 広 西条市禎瑞１１６３番地２

〃 宮 武 益 男 西条市禎瑞６７０番地

〃 山 地 伸 一 西条市古川甲１５９番地１

監 事 伊 東 章 西条市禎瑞６１８番地

〃 瀬 尾 宗 孝 西条市禎瑞６４１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 矢 野 要 東予市壬生川８４８番地の１

〃 玉 井 功 美 東予市壬生川６４０番地の２

〃 稲 井 盛 司 東予市壬生川５５１番地の４

〃 柳 瀬 幸 夫 東予市壬生川９０３番地

〃 稲 井 敏 夫 東予市喜多台３９２番地の３

〃 稲 井 馬 吉 東予市大新田２２７番地

監 事 柳 瀬 利 治 東予市壬生川４５３番地の１

〃 垂 水 強 東予市喜多台５３９番地の２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 矢 野 賢 一 東予市壬生川５８７番地の１

〃 矢 野 要 東予市壬生川８４８番地の１

〃 柳 瀬 利 治 東予市壬生川４５３番地の１

〃 柳 瀬 幸 夫 東予市壬生川９０３番地

〃 玉 井 功 美 東予市壬生川６４０番地の２

〃 稲 井 豊 治 東予市喜多台５４４番地

監 事 稲 井 馬 吉 東予市大新田２２７番地

〃 稲 井 昇 東予市壬生川５６１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 島 重 吉 温泉郡中島町大字大浦８６１番地

〃 古 野 正 敏 温泉郡中島町大字大浦８４８番地
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退 任

�������
�愛媛県告示第１２号
砥部町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・麻生地区）の施行は、適当と

認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６

条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・麻生地区）計画書の写し

� 砥部町営土地改良事業等の分担金等徴収に関する条例

の写し

２ 縦覧期間

平成１６年１月１０日から１月２９日まで

３ 縦覧場所

砥部町役場

�������
�愛媛県告示第１３号
砥部町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・宮内�地区）の施行は、適当
と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第

９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・宮内�地区）計画書の写し
� 砥部町営土地改良事業等の分担金等徴収に関する条例

の写し

２ 縦覧期間

平成１６年１月１０日から１月２９日まで

３ 縦覧場所

砥部町役場

�������
�愛媛県告示第１４号
内子町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・本村地区）の施行は、適当と認められ

るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第

５項において準用する同法第８条第６項の規定により、次の

とおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・本村地区）計画書の写し

� 内子町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年１月１０日から１月２９日まで

３ 縦覧場所

内子町役場

�������
�愛媛県告示第１５号
内子町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・熊の滝地区）の施行は、適当

と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第

９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・熊の滝地区）計画書の写し

� 内子町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

〃 大 濱 信 男 温泉郡中島町大字大浦５３０番地

〃 雲 出 豊 温泉郡中島町大字大浦１５３８番地

〃 松 村 博 信 温泉郡中島町大字大浦１５９１番地

〃 南 和 樹 温泉郡中島町大字小浜４８９番地

〃 田 原 英 記 温泉郡中島町大字小浜８９５番地

〃 高 橋 紀 温泉郡中島町大字小浜２８番地

〃 徳 山 年 春 温泉郡中島町大字長師１００９番地

〃 土 居 尊 富 温泉郡中島町大字長師１４１１番地

〃 新 藤 修 二 温泉郡中島町大字宮野５６５番地

〃 池 下 克 明 温泉郡中島町大字宮野４０３番地２

〃 石 原 市 郎 温泉郡中島町大字神浦５８３番地

〃 太 田 正 志 温泉郡中島町大字神浦７８５番地

〃 吉 岡 勝 利 温泉郡中島町大字神浦１６３６番地

監 事 岡 田 幸 雄 温泉郡中島町大字神浦１６１３番地

〃 高 橋 定 行 温泉郡中島町大字小浜甲１３３４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 俊 成 芳 秀 温泉郡中島町大字大浦６６３番地

〃 大 宮 孝 志 温泉郡中島町大字大浦１７８１番地

〃 大 本 一 温泉郡中島町大字大浦３２２６番地

〃 中 野 村 吉 温泉郡中島町大字大浦３２１５番地

〃 黒 田 隆 介 温泉郡中島町大字大浦１５１８番地

〃 南 和 樹 温泉郡中島町大字小浜４８９番地

〃 高 橋 紀 温泉郡中島町大字小浜２８番地

〃 河 崎 康 範 温泉郡中島町大字小浜９０２番地

〃 徳 山 年 春 温泉郡中島町大字長師１００９番地

〃 野 中 儀 一 温泉郡中島町大字長師１０１６番地

〃 田 中 福 重 温泉郡中島町大字宮野１７８９番地

〃 新 藤 修 二 温泉郡中島町大字宮野５６５番地

〃 吉 岡 勝 利 温泉郡中島町大字神浦１６３６番地

〃 石 原 市 郎 温泉郡中島町大字神浦５８３番地

〃 太 田 正 志 温泉郡中島町大字神浦７８５番地

監 事 岡 田 幸 雄 温泉郡中島町大字神浦１８３４番地

〃 高 橋 定 行 温泉郡中島町大字小浜甲１３３４番地
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平成１６年１月１０日から１月２９日まで

３ 縦覧場所

内子町役場

�������
�愛媛県告示第１６号
五十崎町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助

土地改良事業（かんがい排水）・岡地区）の施行は、適当と

認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６

条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・岡地区）計画書の写し

� 五十崎町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関

する条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年１月１０日から１月２９日まで

３ 縦覧場所

五十崎町役場

�������
�愛媛県告示第１７号
五十崎町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助

土地改良事業（かんがい排水）・門松地区）の施行は、適当

と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第

９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・門松地区）計画書の写し

� 五十崎町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関

する条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年１月１０日から１月２９日まで

３ 縦覧場所

五十崎町役場

�������
�愛媛県告示第１８号
愛媛県林業構造改善事業費補助金交付規程（昭和４０年１１月

愛媛県告示第１０３７号）の一部を次のように改正し、告示の日

から施行し、平成１５年度分の補助金から適用する。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第１条中「一部事務組合」を「地方公共団体の組合」に改

める。

第２条中「別表第７」を「別表第６」に改める。

第４条第１項及び第５条中「別表第６」を「別表第５」に

改める。

別表第１林業・木材産業構造改革推進事業の部２の項経費

の配分の変更の欄２、同項事業の内容の変更の欄及び別表第

２林業経営構造対策事業の部１の項�補助率の欄イ中「別表
第７」を「別表第６」に改める。

別表第３木材産業構造改革事業の部１の項経費の欄中「林

業経営構造対策事業計画」を「木材産業構造改革事業計画」

に改め、同項�補助率の欄ア中「林業経営の構造対策」を「
木材産業の構造改革」に改め、同項�同欄イ中「別表第７」
を「別表第６」に、「林業経営の構造対策」を「木材産業の

構造改革」に改める。

別表第５経営基盤強化林業構造改善事業の部を削る。

別表第６を削り、別表第７二の表林業生産効率化事業の部

効率化施設整備事業の項呼称単位の欄中「個所」を「箇所」

に改め、同表経営安定化支援体制整備事業の部特用林産物活

用施設等整備事業の項工種又は施設区分の欄及び別表第７四

の表しいたけ構造改革促進事業の部特用林産物活用施設等整

備事業の項工種又は施設区分の欄中「人口ほだ場」を「人工

ほだ場」に改め、別表第７五の表中「五 林業構造改善事業

」を「五 地域林業経営集約化型林業構造改善事業」に改め

、別表第７五�の表を削り、別表第７五�の表中「� 地域

林業経営集約化型林業構造改善事業」を削り、別表第７六の

表を削り、別表第７を別表第６とする。

�������
�愛媛県告示第１９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

越智郡吉海町大字福田２の４

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第２０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

松山市由良町乙９６の２、乙９６の３、乙１２８の３、乙１２８

の４、乙１２８の６から乙１２８の８まで、乙１８４の３、乙１

８４の５から乙１８４の７まで、乙１９０の８、乙２０３の５、乙

２０３の８、乙２７４の１２、門田町丙２３３の３・丙２３３の５・

丙２３３の６（以上３筆について次の図に示す部分に限る。

）、丙１８１の１１から丙１８１の１４まで、丙１８１の２０、丙１９３

の５、丙２１３の８、丙２１６の２、丙２１７の５、丙２１７の６

、丙２２４の７、丙２３３の１５、泊町甲４６２の１９０、甲４６２の

１９２、甲４６２の２０１、甲４６２の２５４

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由
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農道用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び松山市

役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２１号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

南宇和郡城辺町僧都８５０の７

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第２２号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する

同法第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

東宇和郡野村町大字野村１７号１４の１、１７号２３の１、１７号

４１の１、１７号５７の１、１７号５８の１、１７号５９の１

２ 保安林として指定された目的

公衆の保健

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

大字野村１７号５９の１

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定め

ない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立

木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び野村町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２３号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補

償法（昭和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要

件に適合すると認めるので、同条第５項において準用する同

法第１０５条の２第４項の規定に基づき、次のとおり公示する

。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２５号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、西条地方局伊予三島土木事務所及び伊予三島市役所におい

て告示の日から起算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

伊予三島市

伊予三島市宮川４丁目６番５５号

代表者 市長 篠永善雄

伊予三島市中之庄町２１７番地２

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

� 全体

伊予三島市寒川町字岩崎４７８１番から同市具定町字

倉之内７０８番３までの地先公有水面

� １工区

伊予三島市寒川町字岩崎４７８１番から同市寒川町字

神ノ木２２９番１までの地先公有水面

� ２工区

�愛媛県告示第２４号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１０条の規定に基づき平成１６年１月１日次のように定置漁業を免許した。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

区 域 区 分

深浦区域（深浦漁業協
同組合の地区） 主としてまき網を使用して営む漁業

免 許 番 号 漁 業 権 者 の 住 所 及 び 氏 名 免 許 の 内 容 漁 業 権 の 存 続 期 間

定第１号 西宇和郡伊方町二見甲１３２５番地の１
樫 尾 象 志

平成１５年９月１２日愛媛県
告示第１８０２号のとおり

平成１６年１月１日から
平成２０年１２月３１日まで

定第２号 南宇和郡西海町内泊２４４番地
吉 田 正 志

平成１５年９月１２日愛媛県
告示第１８０２号のとおり

平成１６年１月１日から
平成２０年１２月３１日まで

��������������
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伊予三島市寒川町字岩崎４７８１番から同市具定町字

倉之内７０８番３までの地先公有水面

イ 区域

� 全体

次の各点を順次直線で結んだ線並びに１点と６点

を結ぶ平成１４年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋４．３３メ

ートル）における公有水面と陸地との境界線により

囲まれた区域

基点（国土地理院「浜之前（偏心点）」四等三角

点、伊予三島市中之庄町１６７１番１）は、北緯３３度５８

分４４．１２２５秒、東経１３３度３１分２８．３７６８秒の地点

１点は、基点から真北２１８度５２分１３秒９０５．２１メー

トルの地点

２点は、１点から真北３２７度２７分０５秒３７９．３９メー

トルの地点

３点は、２点から真北５７度２７分０５秒５００．００メート

ルの地点

４点は、３点から真北１４７度２７分０５秒２１９．５０メー

トルの地点

５点は、４点から真北５７度２７分０５秒１．６６メートル

の地点

６点は、５点から真北１４７度２７分０５秒１３４．９８メー

トルの地点

� １工区

次の各点を順次直線で結んだ線並びに１点と９点

を結ぶ平成１４年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋４．３３メ

ートル）における公有水面と陸地との境界線により

囲まれた区域

基点（国土地理院「浜之前（偏心点）」四等三角

点、伊予三島市中之庄町１６７１番１）は、北緯３３度５８

分４４．１２２５秒、東経１３３度３１分２８．３７６８秒の地点

１点は、基点から真北２１８度５２分１３秒９０５．２１メー

トルの地点

７点は、１点から真北３２７度２７分０５秒１５９．８９メー

トルの地点

８点は、７点から真北５７度２７分０５秒４００．００メート

ルの地点

９点は、８点から真北１４７度２７分０５秒１５４．３０メー

トルの地点

� ２工区

次の各点を順次直線で結んだ線並びに９点と６点

を結ぶ平成１４年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋４．３３メ

ートル）における公有水面と陸地との境界線により

囲まれた区域

基点（国土地理院「浜之前（偏心点）」四等三角

点、伊予三島市中之庄町１６７１番１）は、北緯３３度５８

分４４．１２２５秒、東経１３３度３１分２８．３７６８秒の地点

９点は、基点から真北２０５度４５分１５秒５３８．３２メー

トルの地点

８点は、９点から真北３２７度２７分０５秒１５４．３０メー

トルの地点

７点は、８点から真北２３７度２７分０５秒４００．００メー

トルの地点

２点は、７点から真北３２７度２７分０５秒２１９．５０メー

トルの地点

３点は、２点から真北５７度２７分０５秒５００．００メート

ルの地点

４点は、３点から真北１４７度２７分０５秒２１９．５０メー

トルの地点

５点は、４点から真北５７度２７分０５秒１．６６メートル

の地点

６点は、５点から真北１４７度２７分０５秒１３４．９８メー

トルの地点

ウ 面積

全体 １９４，４２７．９５平方メートル

１工区 ６９，９５２．２９平方メートル

２工区 １２４，４７５．６６平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

� 全体

伊予三島市寒川町字岩崎４７８２番から同市具定町字

倉之内６２３番２までの地先公有水面及び陸域

� １工区

伊予三島市寒川町字岩崎４７８２番から同市寒川町字

神ノ木２２９番１までの地先公有水面及び陸域

� ２工区

伊予三島市寒川町字岩崎４７８２番から同市具定町字

倉之内６２３番２までの地先公有水面及び陸域

イ 区域

� 全体

次の各点を順次直線で結んだ線並びにＡ点とＧ点

を結んだ線により囲まれた区域

基点（国土地理院「浜之前（偏心点）」四等三角

点、伊予三島市中之庄町１６７１番１）は、北緯３３度５８

分４４．１２２５秒、東経１３３度３１分２８．３７６８秒の地点

Ａ点は、基点から真北２２３度１６分２５秒１，０３９．６９メ

ートルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北３２７度２７分０５秒４９４．６０メー

トルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北５７度２７分０５秒８００．００メート

ルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北１４７度２７分０５秒４７８．６２メー

トルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北２２６度２１分５５秒２５４．７５メー

トルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北２２８度２４分３７秒１５５．４８メー

トルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北２３３度５６分０１秒１３０．０４メー

トルの地点

� １工区

次の各点を順次直線で結んだ線並びにＡ点とＧ点

を結んだ線により囲まれた区域

基点（国土地理院「浜之前（偏心点）」四等三角

点、伊予三島市中之庄町１６７１番１）は、北緯３３度５８

分４４．１２２５秒、東経１３３度３１分２８．３７６８秒の地点

Ａ点は、基点から真北２２３度１６分２５秒１，０３９．６９メ
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ートルの地点

Ｈ点は、Ａ点から真北３２７度２７分０５秒１２６．１０メー

トルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北５７度２７分０５秒５５０．００メート

ルの地点

Ｅ点は、Ｉ点から真北１４７度２７分０５秒１５９．１１メー

トルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北２２８度２４分３７秒１５５．４８メー

トルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北２３３度５６分０１秒１３０．０４メー

トルの地点

� ２工区

次の各点を順次直線で結んだ線並びにＥ点とＤ点

を結んだ線により囲まれた区域

基点（国土地理院「浜之前（偏心点）」四等三角

点、伊予三島市中之庄町１６７１番１）は、北緯３３度５８

分４４．１２２５秒、東経１３３度３１分２８．３７６８秒の地点

Ｅ点は、基点から真北２０５度１９分１５秒５４０．８６メー

トルの地点

Ｉ点は、Ｅ点から真北３２７度２７分０５秒１５９．１１メー

トルの地点

Ｈ点は、Ｉ点から真北２３７度２７分０５秒５５０．００メー

トルの地点

Ｂ点は、Ｈ点から真北３２７度２７分０５秒３６８．５０メー

トルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北５７度２７分０５秒８００．００メート

ルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北１４７度２７分０５秒４７８．６２メー

トルの地点

ウ 面積

全体 ４２１，４４８．０１平方メートル

１工区 ９２，９９５．２３平方メートル

２工区 ３２８，４５２．７８平方メートル

３ 埋立地の用途

４ 出願年月日

平成１５年１２月１６日

�������
�愛媛県告示第２６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１６年１月９日

弓削港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

� １工区

越智郡弓削町下弓削１１９番から同１２１番１を経て

同１２１番２に至る間の地先公有水面

� ２工区

越智郡弓削町明神６５２番から同町下弓削１０３０番２

に至る間の地先公有水面

� ３工区

越智郡弓削町明神６０番から同７３番を経て同６２番に

至る間の地先公有水面

イ 区域

� １工区

次の１点から８点までを順次直線で結んだ線、８

点と９点を結ぶ平成１４年秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋

１．７１メートル）における公有水面と岳ノ下防波堤と

の境界線並びに９点と１点を結ぶ平成１４年秋分の満

潮位（Ｔ．Ｐ．＋１．７１メートル）における陸と公有

水面との接する線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町下弓削１１９番地先の岳ノ下防

波堤先端に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０

秒、東経１３３度１２分０５秒の地点

１点は、基点から真北６６度２４分２６秒１８５．３９メート

ルの地点

２点は、１点から真北２０５度３０分１６秒６．６９メート

ルの地点

３点は、２点から真北２９５度３８分５２秒７０．０９メー

トルの地点

４点は、３点から真北２０５度３８分５２秒１．１１メート

ルの地点

５点は、４点から真北２９５度３８分５２秒４．２０メート

ルの地点

６点は、５点から真北２５度３８分５２秒１．１１メートル

の地点

７点は、６点から真北２９５度３８分５２秒２７．９２メー

トルの地点

８点は、７点から真北２８７度３１分４５秒３．９２メート

ルの地点

９点は、８点から真北３１度１２分４６秒１０．８８メート

ルの地点

� ２工区

次の１０点から２０点までを順次直線で結んだ線並び

用 途 配 置 規 模

パルプ・紙・紙加
工品製造業用地 埋立地の北側に位置 約１０６，９５０�

製造業用地 埋立地の南側に位置 約 ４０，７１０�

建設業用地
埋立地の西側にあって、パルプ
・紙・紙加工品製造業用地と製
造業用地との間に位置

約 １９，３００�

廃棄物処理業用地
パルプ・紙・紙加工品製造業用
地、緑地、製造業用地及び建設
業用地の間に位置

約 ８，０６０�

緑地 埋立地の東側に位置 約 １５，４００�

護岸用地 埋立地の外周に位置 約 ４，０１０�
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に２０点と１０点を結ぶ平成１４年秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ

．＋１．７１メートル）における陸と公有水面との接す

る線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町下弓削１１９番地先の岳ノ下防

波堤先端に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０

秒、東経１３３度１２分０５秒の地点

１０点は、基点から真北３３５度３２分１２秒２６２．４４メー

トルの地点

１１点は、１０点から真北３１５度３４分２４秒９．６６メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北３１７度４３分１８秒９．６６メート

ルの地点

１３点は、１２点から真北３１９度５２分１３秒９．６６メート

ルの地点

１４点は、１３点から真北３２２度０１分０７秒９．６６メート

ルの地点

１５点は、１４点から真北３２４度１０分０２秒９．６６メート

ルの地点

１６点は、１５点から真北３２６度１８分５６秒９．６６メート

ルの地点

１７点は、１６点から真北３２８度２７分５１秒９．６６メート

ルの地点

１８点は、１７点から真北３３０度３６分４５秒９．６６メート

ルの地点

１９点は、１８点から真北３３１度４１分１２秒５１．９５メー

トルの地点

２０点は、１９点から真北３３０度５９分５９秒１２．００メー

トルの地点

� ３工区

次の２１点から３５点までを順次直線で結んだ線並び

に３５点と２１点を結ぶ平成１４年秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ

．＋１．７１メートル）における陸と公有水面との接す

る線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町下弓削１１９番地先の岳ノ下防

波堤先端に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０

秒、東経１３３度１２分０５秒の地点

２１点は、基点から真北３４８度２３分２９秒５９３．８３メー

トルの地点

２２点は、２１点から真北２４度２５分５４秒５．０９メートル

の地点

２３点は、２２点から真北２１度０３分２９秒６．０４メートル

の地点

２４点は、２３点から真北１７度３１分５１秒５．０４メートル

の地点

２５点は、２４点から真北１４度０８分０４秒５．９９メートル

の地点

２６点は、２５点から真北１１度０９分３４秒７．０８メートル

の地点

２７点は、２６点から真北８度４４分２３秒１２．６６メート

ルの地点

２８点は、２７点から真北７度２０分５３秒１９．７１メート

ルの地点

２９点は、２８点から真北２７７度２０分５３秒１．０３メート

ルの地点

３０点は、２９点から真北７度２０分５３秒０．５０メートル

の地点

３１点は、３０点から真北９７度２０分５３秒０．４０メートル

の地点

３２点は、３１点から真北７度２０分５３秒２．００メートル

の地点

３３点は、３２点から真北２７７度２０分５３秒０．４０メート

ルの地点

３４点は、３３点から真北７度２０分５３秒１．３５メートル

の地点

３５点は、３４点から真北８２度２８分４８秒１．４２メートル

の地点

ウ 面積

１工区 １，５０６．１９平方メートル

２工区 ８３９．４２平方メートル

３工区 ５１９．３９平方メートル

合 計 ２，８６５．００平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

� １工区

越智郡弓削町下弓削１１８番１から同１２１番２に至

る間の地先公有水面及び陸域

� ２工区

越智郡弓削町明神６５２番から同町下弓削１０３０番２

に至る間の地先公有水面及び陸域

� ３工区

越智郡弓削町明神５８番から同６５３番に至る間の地

先公有水面及び陸域

イ 区域

� １工区

次のＡ点からＫ点までを順次直線で結んだ線並び

にＫ点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町下弓削１１９番地先の岳ノ下防

波堤先端に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０

秒、東経１３３度１２分０５秒の地点

Ａ点は、基点から真北７２度３１分３９秒２０７．２１メート

ルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北２０５度３０分１６秒５２．２６メー

トルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北２９５度３０分１６秒１５２．５１メー

トルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北３１度１２分４６秒５８．７２メート

ルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北１３０度５９分１４秒１２．０３メー

トルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北１０６度２６分５８秒６８．９２メー

トルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北１１３度３４分１２秒６．４２メート

ルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北１３４度４７分０１秒６．１６メート

ルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北１６５度２６分２９秒６．５５メート
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ルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北１７７度２１分１２秒７．１１メート

ルの地点

Ｋ点は、Ｊ点から真北１３８度５７分５１秒３．４８メート

ルの地点

� ２工区

次のＬ点からＲ点までを順次直線で結んだ線並び

にＲ点とＬ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町下弓削１１９番地先の岳ノ下防

波堤先端に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０

秒、東経１３３度１２分０５秒の地点

Ｌ点は、基点から真北３３６度０１分２７秒２６３．２４メー

トルの地点

Ｍ点は、Ｌ点から真北２２５度５９分１８秒５８．４０メー

トルの地点

Ｎ点は、Ｍ点から真北３３１度４１分１２秒１８５．９７メー

トルの地点

Ｏ点は、Ｎ点から真北６１度４１分１２秒４３．８０メート

ルの地点

Ｐ点は、Ｏ点から真北１５８度３７分１９秒１７．０２メー

トルの地点

Ｑ点は、Ｐ点から真北１４４度５６分３８秒１３８．００メー

トルの地点

Ｒ点は、Ｑ点から真北１４０度０４分０３秒７．５９メート

ルの地点

� ３工区

次のＳ点からＸ点までを順次直線で結んだ線並び

にＸ点とＳ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町下弓削１１９番地先の岳ノ下防

波堤先端に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０

秒、東経１３３度１２分０５秒の地点

Ｓ点は、基点から真北３４６度２０分４３秒６４３．３２メー

トルの地点

Ｔ点は、Ｓ点から真北０度００分００秒４５．８９メート

ルの地点

Ｕ点は、Ｔ点から真北９０度００分００秒４５．５６メート

ルの地点

Ｖ点は、Ｕ点から真北１７２度１２分２３秒７１．５９メー

トルの地点

Ｗ点は、Ｖ点から真北１９５度１２分３１秒４３．３８メー

トルの地点

Ｘ点は、Ｗ点から真北２７０度１５分４５秒２１．４３メー

トルの地点

ウ 面積

１工区 ８，６６１．４９平方メートル

２工区 ８，９４３．７４平方メートル

３工区 ４，８９８．１４平方メートル

合 計 ２２，５０３．３７平方メートル

３ 埋立地の用途

道路用地 約 １，７６０平方メートル

護岸用地 約 １，０８０平方メートル

水路用地 約 ２０平方メートル

４ 埋立免許年月日

平成１５年１２月２２日

�������
�愛媛県告示第２７号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、大西町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

越智郡陸地部土地開発公社

越智郡波方町大字樋口甲２５０番地

代表者 理事長 片上修二郎

越智郡波方町大字樋口甲２２２番地

２ 埋立区域

� 位置

越智郡大西町大字脇甲８８２番４から同大字大井浜１８６

番に至る地先公有水面

� 区域

次の１点から１０点までを順次直線で結んだ線、１０点か

ら真北３５８度４３分２７秒１５．００メートル地点を円心とする

半径１５．００メートルの円周で１０点と１１点とを結ぶ南西側

の円弧、１１点から１４点までを順次直線で結んだ線、並び

に１４点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋

１．８５メートル）における公有水面と陸地との境界線によ

り囲まれた区域

基点（越智郡大西町大字脇甲１０８２番３国土地理院「新

開」四等三角点）は、北緯３４度０３分３７．８３０７秒、東経１

３２度５４分５５．６２８１秒の地点

１点は、基点から真北２９度１７分４０秒５０７．１９メートルの

地点

２点は、１点から真北３３０度０６分４０秒０．７３メートルの

地点

３点は、２点から真北２４０度０８分３０秒１．０５メートルの

地点

４点は、３点から真北３３０度０８分３２秒１７．６８メートル

の地点

５点は、４点から真北４４度３７分０９秒５６．６７メートルの

地点

６点は、５点から真北３１５度４５分０７秒２７．５５メートル

の地点

７点は、６点から真北２６８度４３分２７秒５４．４６メートル

の地点

８点は、７点から真北２９８度３６分３４秒３．９４メートルの

地点

９点は、８点から真北３２７度５６分４３秒２．２６メートルの

地点

１０点は、９点から真北２６８度３９分３２秒１０．２８メートル

の地点

１１点は、１０点から真北３１３度４４分３６秒２１．２０メートル
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の地点

１２点は、１１点から真北３５８度４３分２７秒９４．９８メートル

の地点

１３点は、１２点から真北８８度４２分５２秒１４０．９６メートルの

地点

１４点は、１３点から真北４３度４４分１８秒５０．００メートルの

地点

� 面積

２２，２００．８４平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１２年３月１０日 愛媛県指令１１港第５６４号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年１月９日

�������
�愛媛県告示第２９号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の２１第２項の

規定により指定確認検査機関から住所及び確認検査の業務を

行う事務所の所在地の変更の届出があったので、建築基準法

に基づく指定確認検査機関の指定（平成１５年６月愛媛県告示

第１３４４号）の一部を次のように改正する。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１及び４中「愛媛県松山市二番町四丁目１番地５」を「愛

媛県松山市千舟町六丁目４番地２」に改める。

公安委員会規則

�愛媛県公安委員会規則第１号
愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例施行規則及び

愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則の

一部を改正する規則を次のように定める。

平成１６年１月９日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例施行規則

及び愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関

する規則の一部を改正する規則

（愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例施行規則の

一部改正）

�愛媛県告示第２８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５松局伊土検（開）第３６号

平成１５年１２月１８日
伊予市上吾川甲１０３７番１

伊予市下吾川６５８番地３
山 先 弘 晃

１５松局伊土検（開）第３７号

平成１５年１２月１８日
伊予市上吾川甲１０３７番３

伊予市上吾川甲１０３４番地
谷 平 和 之

１５松局伊土検（開）第３８号

平成１５年１２月１８日

伊予郡松前町大字西高柳字人家裡２０８番、２０９番１、２１０番１及び２０８
番地先農道

伊予市上吾川甲３５番地１
芳我不動産
代表者 芳 我 孝 義

１５松局建（開）第２４号

平成１５年１２月２２日
北条市八反地字宮山路甲１１番３

山口県岩国市南岩国町五丁目４８番３５号
玉 井 司

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年１２月２５日 特定非営利活動法人
うちぬき２１プロジェクト 神 野 顕 彰 西条市神拝甲３１２番地 この法人は、西条市及びその周辺地域に対

して、自然と文化の高揚に関する事業を行
い、ふるさとづくりを行うことによって公
益に寄与することを目的とする。

��������������
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第１条 愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例施行規

則（平成１３年愛媛県公安委員会規則第１７号）の一部を次の

ように改正する。

第２条の表中「、古川町」及び「、朝生田町」を削り、

「和泉」を「和泉北四丁目、和泉南一～六丁目」に改める

。

（愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規

則の一部改正）

第２条 愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関す

る規則（昭和４５年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を

次のように改正する。

別表第１の�の表朝生田交番の項所管区の欄中「古川町
、」及び「、朝生田町」を削り、「和泉」を「和泉北四丁

目、和泉南一～六丁目」に改める。

附 則

この規則は、平成１６年１月２６日から施行する。

愛 媛 県 報平成１６年１月９日 第１５２２号

１３



平成１６年１月９日 印刷
平成１６年１月９日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１４

愛 媛 県 報平成１６年１月９日 第１５２２号


